
福島県⼟⽊設計積算システム 特殊施⼯単価作成時の留意事項
基準改正に伴い、⼟⽊⼯事と業務委託の端数処理が⼀部改正されました。

【⼟⽊⼯事】 【委託業務】

「１円単位（１円未満切り捨て）」 ・・・ ① 業務委託の場合

特殊施⼯単価のコードについて、⾦額（数量×単価）の端数処理を以下のルールで使い分けしています。

V○1223

「⼩数第３位を切り捨てし、⼩数第２位」・・・ ② ⼟⽊⼯事の場合

２⽂字⽬がA,B,C,S,T,Z

２⽂字⽬が上記以外

例） VA1223 → ① ２⽂字⽬「A」
V1223 → ② ２⽂字⽬「1」
VE1223 → ② ２⽂字⽬「E」
VAS1223 → ① ２⽂字⽬「A」

※A,B,C,S,T,Z は同様の端数処理となります



２⽂字⽬がA,B,C,S,T,Z以外から始まるコードを
設定
※⾦額（数量×単価）端数処理⽅法が⼩数第３
位を切り捨てし、⼩数第２位になります。
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【⼟⽊⼯事の場合】

歩掛表に諸雑費率があり、率以内で端数処理を⾏う場合

→ ＃09 を計上

歩掛表に諸雑費率がなく、端数処理のみの場合

→ ＃99 を計上

端数処理コード＃09と＃99使い分け

２⽂字⽬がA,B,C,S,T,Zで始まるコードを設定
※⾦額（数量×単価）端数処理⽅法が１円単位
（１円未満切り捨て）となります。

【委託業務の場合】


